
 

参加表明書等作成要領 

１ 共通事項 
（１） 提出書類は、日本工業規格Ａ４用紙片面縦使いとする。 

（２） フォントサイズは 10.5 ポイント以上とし、横書きを基本とする。ただし、図表などを用いる

場合については、この限りでないが、読みやすさに配慮する。 

（３） 使用する言語、通貨及び単位は、日本語、日本国通貨、日本の標準時及び計量法（平成４年

法律第 51 号）に定める単位とする。 

（４） 日付は、和暦とする。 

（５） 公告日現在の内容で記入する。 

（６） 指定がある場合を除き、応募者を特定できる事項（ロゴや社章を含む。）は記載しない。 

（７） カラ－及びモノクロの別は問わないが、読みやすさに配慮する。 

（８） 記載欄等が狭い場合、必要に応じて幅を調整することは可とする。 

（９） 他の応募者と相談は行わず、独自に参加表明書等を作成すること。 

 

２ 特記事項 
（a） 参加表明書（様式Ａ－１イ号又は様式Ａ－１ロ号） 

※単体企業と設計共同体で様式が異なるため注意すること。 

① 代表者印を押印すること。 

（b） 会社概要（様式Ａ－２号） 

① 添付書類：建築士法第２４条の６の規定により閲覧に供する図書の写し（建築事務所登録・所

属建築士が分かる部分（第一面および第三面）のみを抜粋して添付すること） 

②   「一級建築士の有資格者数」、「構造設計一級建築士の有資格者数」及び「設備設計一級建

築士の有資格者数」については、建築士法第２４条の６の規定による図書に記載されている

人数を記載する。 

（c） 業務実績報告書（設計業務の実績）（様式Ａ－３号） 

① 添付書類１：履行実績が分かる契約書・確認申請書等（発注者名、件名（契約）名称、契約年

月日、業務完了年月日、延べ面積）の写し 

② 添付書類２：①について、過去15年以内（平成22年度以降）に業務が完了した内容が分かる書

類（検査報告書、業務完了通知書等）の写し 

③  下記の条件を満たした業務を記載する。なお、設計実績については、単体企業で行ったもの

又は共同企業体（※１）の代表構成員として行ったものに限る。ただし、設計・施工一括で

受注した業務で、構成員として主たる設計を担ったことが確認できる設計実績については、

評価対象とする。 

・過去15年以内（平成22年度以降）に、同種（※２）又は類似（※３）の用途を含む延

べ面積2,000㎡以上かつ地上部の階数が２階以上の建築物に係る新築の基本設計又は実施

設計に関する業務実績。 

・同種と類似の用途を併せ持つ建築物の場合には、同種の用途を含む建築物１件の業務実績と

する。（類似の用途を含む建築物の業務実績とはならない。） 



 

・対象業務の中に、意匠設計、構造設計、設備設計の一連が含まれている業務のみを対象とする。 

※１「共同企業体」とは、設計共同体、又は設計・施工の異業種ＪＶをいう。以下、この要領に

おいて同じ。 

※２「同種」とは、図書館法(昭和 25 年法律第 118 号)第２条第１項に規定する図書館、又は

学校教育法（昭和 22 年法律第 26 号）第１条に規定する大学の図書館をいう。以下、この

要領において同じ。 

※３「類似」とは、令和6年国土交通省告示第八号別添二に掲げる建築物の類型「十二 文化・

交流・公益施設」の用途等第１類及び第２類（うち、同種用途を除く。）をいう。以下、こ

の要領において同じ。 

④延べ面積が最も大きいものから順に、３件まで記入するものとし、２件以下の場合、該当する

実績のみを記載し他の欄は空欄とする。 

（d） 配置予定技術者の業務実績報告書（様式Ａ－４イ号～Ａ－４ヘ号） 

①  添付書類１：３か月以上の雇用関係を証明する資料（市区町村が作成する住民税特別徴収税

額通知書の写しなど） 

②  添付書類２：資格者証の写し及び資格の取得年月日が確認できる書類の写し 

③   添付書類３：一級建築士事務所の所属歴の分かる経歴書（経歴が複数社に渡る場合は、各

所属歴の分かる書類） 

④   添付書類４：業務実績に記載した業務の履行実績が分かる契約書・確認申請書等の写し

（発注者名、件名（契約）名称、契約年月日、業務完了年月日、延べ面積（複

合用途建築物の場合は対象用途の面積）、構造、階数が分かる部分のみを抜粋し

て添付することでも可とする。） 

⑤ 添付書類５：④について、過去15年以内（平成22年度以降）に完了したことが分かる書類（検査

報告書、業務完了通知書等）の写し 

⑥ 添付書類６：④について、PUBDIS  業務カルテ情報や業務計画書における業務体制表など、

業務に従事したことが分かる書面の写し 

⑦ 「管理技術者」及び「建築意匠」「建築構造」「電気設備」「機械設備」「積算」の各担当技術者

について記載する。 

⑧ 経験年数は、令和７年12月31 日までにおける一級建築士事務所での実務年数（端数切捨て）

とする。 

⑨ 業務実績は、審査要領において評価対象となるものを記載する。 

⑩  延べ面積の欄には、評価の対象となる床面積を記入すること。 

⑪ 業務実績は、延べ面積が最も大きいものから順に記載すること。 

⑫ 該当する実績が１件以下の場合、該当する実績のみを記載し、他の欄は空欄とする。 

（e） 設計共同体協定書（様式Ａ－５イ号）・委任状（様式Ａ－５ロ号） 

① 設計共同体を結成する場合は必要事項を記載し添付する。 

 

 

 


